
 
 

 
 

「相模原市学校給食費の管理に関する条例（案）」に関する 
パブリックコメント手続の実施結果について 

 
１ 概要 

学校給食（選択制デリバリー給食を除く。）に係る学校給食費は、各学校において私会計に

より管理しているところですが、学校における働き方改革の取組として学校給食費の徴収方

法を変更し、教職員や保護者の負担軽減を図るとともに、学校給食費の管理に関する業務を

学校ではなく市が担うこととするため、学校給食に要する経費を一般会計歳入歳出予算に計

上して公会計により管理していくこととし、新たに条例を制定するものです。 
この度、条例を制定するに当たり、市民の皆様からのご意見を募集しました。 
その結果、４人の方から５件のご意見をいただきましたので、ご意見の内容及びご意見に

対する本市の考え方を次のとおり公表します。 
なお、いただいたご意見につきましては、今後の取組に生かしてまいります。 

 
２ 意見募集の概要 
 ・募集期間  令和３年１２月１５日（水）～令和４年１月２１日（金） 
 ・募集方法  直接持参、郵送、ファクス、電子メール 
 ・周知方法  市ホームページ、広報さがみはら、窓口等への配架 
  ※ 資料の配架場所 

学校保健課、各行政資料コーナー、各まちづくりセンター（城山・橋本・中央６地

区・大野南を除く）、各出張所、各公民館（沢井公民館を除く）、各図書館、市立公

文書館 
 
３ 結果 

（１）意見の提出方法 
   
 
 
 
 
 
 

（２）意見に対する本市の考え方の区分 
   ア：計画案等に意見を反映するもの 
   イ：意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの 
   ウ：今後の参考とするもの 
   エ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見など） 
 

意見数 ４人（５件） 

内 

訳 

直接持参 ０人（０件） 
郵送 １人（２件） 

ファクス １人（１件） 
電子メール  ２人（２件） 



 
 

（３）件数と本市の考え方の区分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 目 件数 
市の考え方の区分 

ア イ ウ エ 

①  「３ 学校給食費の徴収」に関すること １   １  

②  「６ 違約金の徴収」に関すること １  １   

③  その他 ３  １  ２ 

合 計 ５  ２ １ ２ 



 
 

（４） 意見の内容及びご意見に対する本市の考え方 

 

通番 意見の趣旨 市の考え方 区分 

①  「３ 学校給食費の徴収」に関すること 
１ 学校給食費の管理の問題における根本

的な解決策として、大阪市のように学校

給食費を無償化させることで子育てに優

しい自治体であるとアピールできる上、

学校給食費の管理の簡略化と教職員・保

護者の負担の軽減ができ、給食費を意図

的に納期限まで納付しない保護者と違約

金の問題を一気に解決させることができ

るのではないか。 

学校給食費の無償化につきまして

は、相当な財源を確保する必要があり、

学校給食法において、学校給食費は保

護者の負担とする旨経費の負担関係が

定められていることなどから、引き続

き、国等の動向を注視してまいります。 
いただきましたご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただきます。 

ウ 

②  「６ 違約金の徴収」に関すること 
２  学校給食費を納期限までに納付しない

保護者に対しては違約金を求めることに

加え、特に悪質なものに関しては、相模

原市債権の管理に関する条例（第８条）

による強制執行のみならず、新たに学校

給食費の未納の保護者に対する刑事罰付

きの条例・条項を設立することで、意図

的かつ悪意のある「学校給食費の未納」

に対し厳しく対処すべき。 

 学校給食費の未納対策につきまして

は、保護者の納付意識向上に向けた給

食申込に係る書面の徴取や多様な決済

手段の提供等を検討しております。 
 給食費は民事契約に基づくものであ

りますが、いただきましたご意見を踏

まえ、未納が発生しないよう様々な対

策を着実に実施してまいります。 

イ 

③  その他 
３ 口座振替への移行を希望します。 

子どもの多い家庭は、小銭の用意が負

担である。間違う事もある。 
児童が現金を持ち歩くのは、トラブル

の原因、問題が起きて、児童が責任を感

じてしまうのはおかしいので。 

学校給食費の徴収方法につきまして

は、現金徴収から口座振替等へ移行す

ることとし、いただきましたご意見を

踏まえ、安全性の向上も念頭に置きつ

つ、保護者の皆様の負担軽減等を図っ

てまいります。 

イ 



 
 

 

通番 意見の趣旨 市の考え方 区分 

４  市立小学校に息子が通っています。毎

月４５００円と、小学低学年には少々高

額なお金を集金袋にクリップ止めという

簡易な感じでもっていかせていて、いつ

落としてしまうか不安に思っています。

また、親として毎月小銭を丁度ぴったり

になるように小銭を準備するのが負担で

す。現在、スマホ決済をメインで使って

いますので、給食費のために小銭をわざ

わざ準備しています。政府の電子決済を

推奨している流れにも反していると思い

ますので、口座振替で徴収・管理して頂

いたほうが、我が家としてはうれしい 
です。教員の負担軽減という観点から言

えば、その他学用品の料金も市の一般会

計に計上して頂いたほうが良いかと思い

ます。市職員のお手間は増えてしまいま

して大変恐縮ではございますが、ご検討

くださいますよう、よろしくお願いいた

します。 

 学校給食費の徴収方法につきまして

は、現金徴収から口座振替等へ移行す

ることとし、保護者の皆様の負担軽減

等を図ってまいります。 
給食費以外の学校徴収金につきまし

ては、公会計化の可否の整理等から検

討が必要であるため、学校給食費の公

会計化を先行的に進める中で、公会計

化に係る課題の整理や公会計化以外の

負担軽減方策について、今後、国や他

都市の動向を踏まえつつ、検討してま

いりたいと考えております。 
いただきましたご意見につきまして

は、今後の参考とさせていただきます。 

エ 

５ ２０２２年に入学予定の保護者です。

学校説明会の資料を読んで入学予定の小

学校では学校給食費が現金での集金であ

ること集金係の保護者を出して金額の確

認を行う事を知りビックリしました。現

金の管理は保護者と学校側双方の負担が

あります。 
未だにこの方法が採用されている事が

疑問です。 
一刻も早く学校給食のみならず、学校

での現金集金全廃を検討すべきではない

でしょうか。 


